
入札・契約の基本原則

①透明性の確保
②公正な競争の促進
・総合評価の拡充

③不正行為の排除の徹底
④適正な施工の確保
・監督、検査の強化、ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ対策の強化

農業土木　Ａ・Ｂ等級工事（原則）
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（①＋②＋③）×１０５/１００

①直接工事費の額

②共通仮設費の額

ＮＯ
■予定価格の１０分の７から１０分の９の範囲

ＹＥＳ

ＹＥＳ 　（①＋②＋③＋④）×１０５/１００

　　①直接工事費の額×９５％

　　②共通仮設費の額×９０％

ＮＯ 　　③現場管理費の額×８５％

　　④一般管理費の額×６５％

　　■予定価格の１０分の７から１０分の９の範囲

・品質の低下（手抜き）
・下請けへのしわ寄せ
・安全管理
・労務管理

・下請状況等調査
・安全パトロール
※工事施行成績評定に反映　

総括監督員 支庁主幹、出張所次長職以上 ◆施工体制点検・確認
主任監督員 係長・主査以上 ◆中間検査
監督員 主任・技師等 ◆社内検査

落　札

低価格落札工事に係る取組みについて

課長等

 特に必要と認められる場合
 にはＣ・Ｄ等級も該当する

品質の確保等

通常の工事監督

予定価格

③現場管理費相当額に
　４分の３を乗じて得た額

当面の間、低入札調査
価格と同額とする。

最低制限価格
低入札調査価格

適正な履
行の確保

体　制　強　化

    注）平成２１年７月１６日以後に入札を行う工事から、当面の間、体制強化価格は低入札調査価格とする。

体制強化価格
未満か？

○拡大
○拡充

監督体制
強化

通常の工事監督

落　札

低入札工事に指定

監
督
体
制
強
化

　
工
事
に
指
定

体制強化価格未満か？

「公共工事の品質確保の促進に
　　　　　　　　　　　　　　　　　関する法律」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１７年４月）

「公共工事の入札及び契約の
　　　　　　　適正化の促進に関する法律」
　　　　　　　　　（平成１３年４月施行　１８年５月改正）

低入札価格調査基準
価格未満か？

簡易型総合評価方式による入札 通常の入札

落札保留

落札者として適正か

低入札価格調査

通常の入札においては、
「最低制限価格＞体制強
化価格」となることから、当
面の間、監督体制強化工
事の設定は凍結する。

体制強化価格


